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管
内
町
村
職
員
採
用
資
格
試
験

を
次
に
よ
り
行
い
ま
す
の
で
、
受

験
希
望
者
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

試
験
案
内
お
よ
び
申
込
書
を
ご

希
望
の
方
は
、
総
務
課
ま
た
は
留

萌
町
村
会
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
第
１
次
試
験

　

令
和
３
年
７
月
11
日
㈰

■
受
験
会
場

　

羽
幌
町
中
央
公
民
館

■
試
験
区
分

　

上
級
職
（
一
般
事
務
）

■
申
込
受
付
期
限

　

令
和
３
年
６
月
15
日
㈫

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

留
萌
町
村
会（

留
萌
合
同
庁
舎
内
）

☎
43-

４
４
５
６

　

小
平
町
職
員
（
建
築
職
・
土
木

職
）
採
用
試
験
を
次
に
よ
り
行
い

ま
す
の
で
、
受
験
希
望
者
は
、
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
資
格

【
建
築
職
】

　

１
級
ま
た
は
２
級
の
建
築
士
免 

　

許
を
取
得
さ
れ
て
い
る
方
。

【
土
木
職
】

　

１
級
ま
た
は
２
級
の
土
木
施
工

　

管
理
技
士
免
許
を
取
得
さ
れ
て

　

い
る
方
。

■
年
齢
制
限

　

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
に
生

　

ま
れ
た
方
（
令
和
４
年
４
月
１

　

日
現
在
30
歳
未
満
）

■
試
験
の
方
法

　

面
接
・
書
類
選
考

■
採
用
予
定
人
数

　

【
建
築
職
】
１
名

　

【
土
木
職
】
２
名

■
受
付
期
間

　

通
年
募
集

　
　
　

（
人
数
に
達
す
る
ま
で
）

■
試
験
実
施
日

　

随
時
実
施
（
受
付
後
に
詳
細
に

　

つ
い
て
ご
連
絡
し
ま
す
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係

　
　
　
　
　
　

（
内
線
206
・
210
）

■
申
込
資
格

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

　

方
。

①
保
健
師
資
格
取
得
者
ま
た
は
令

　

和
４
年
３
月
ま
で
に
取
得
予
定

　

者
。

②
普
通
自
動
車
免
許
証
の
取
得
者
。

③
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格

　

条
項
に
該
当
し
な
い
方
。

④
採
用
時
の
年
齢
が
概
ね
40
歳
以

　

下
の
方
。

※
新
卒
・
既
卒
、
性
別
問
い
ま
せ
ん
。

■
試
験
の
方
法

　

面
接
・
書
類
選
考

■
採
用
予
定
人
数　

数
名

■
受
付
期
間

　

通
年
募
集

■
申
込
方
法

　

北
海
道
国
民
健
康
保
険
団
体
連

　

合
会
（
国
保
連
）
総
務
部
保
健

　

事
業
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
の
う

　

え
必
要
な
書
類
を
郵
送
し
、
お

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

後
日
、
小
平
町
が
面
接
い
た
し

　

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
海
道
国
民
健
康
保
険
団
体
連

　

合
会
総
務
部
保
健
事
業
課

　

☎
011-

231-

５
１
６
１

　

保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
係

　
　
　
　
　
　

（
内
線
276
・
277
）

　

令
和
３
年
６
月
１
日
か
ら
令
和

３
年
９
月
30
日
の
期
間
中
、
ク
ー

ル
ビ
ズ
に
よ
り
町
職
員
の
「
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
等
軽
装
」
を
実
施
し
ま

す
。

　

町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
庶
務
係

　
　
　
　
　
　

（
内
線
206
・
210
）

ク
ー
ル
ビ
ズ
を
実
施
し
ま
す

令
和
４
年
度
留
萌
管
内
町
村
職
員

採
用
資
格
試
験
の
ご
案
内

令
和
４
年
度
小
平
町
職
員

（
建
築
職
・
土
木
職
）採
用
の
ご
案
内

小
平
町
職
員
（
保
健
師
）

採
用
の
ご
案
内

小平町高齢者グループハウス「やすらぎ荘」、「はまなす荘」の入居者を募集しています小平町高齢者グループハウス「やすらぎ荘」、「はまなす荘」の入居者を募集しています

「やすらぎ荘」
■所 在 地　小平町字小平町 377 番地の２

■募集室数　1 室

■使 用 料　居室使用料（月額）11,300 円

　　　　　　共有室使用料

　　　　　　１人入居の場合：月額 2,000 円

　　　　　　２人入居の場合：月額 4,000 円

「はまなす荘」
■所 在 地　小平町字鬼鹿港町 287 番地の１

■募集室数　２室

■使 用 料　居室使用料（月額）10,100 円

　　　　　　共有室使用料

　　　　　　１人入居の場合：月額 2,000 円

　　　　　　２人入居の場合：月額 4,000 円

＊入居資格　小平町に住所を有するおおむね 65 歳以上で、介護保険法に基づく要介護認定申請に

　　　　　　おいて「自立等」と判定された一人暮らしの方および夫婦のみの世帯で、別に定める

　　　　　　要件を満たす方。

※居室における光熱水費（電気料・上下水道料）は、各室ごとの自費負担となります。

※お申し込みが募集室数を超えた際は抽選となる場合がございますので、予めご了承願います。

◎申し込み・問い合わせ先
　保健福祉課福祉係（内線 272）もしくは鬼鹿支所（☎ 57-1111）・達布支所（☎ 58-1111）
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